
議　員　名 武
井　

伸
一

加
藤　

温
子

小
森　

秀
夫

柴
崎　

重
雄

馬
場　
　

茂

清
水　

健
一

星　
　
　

智

永
田　

勝
彦

髙
田　

博
之

仲
田　
　

稔

新
井　
　

清

須
藤　

邦
男

為
谷　
　

剛

加
藤　

利
江

吉
田
幸
太
郎

石
川　

克
正

倉
上　

由
朗

松
本　

政
義

中
矢　

寿
子

五
間
く
み
子

三
田
部
恒
明

清
水　
　

修

清
水　
　

睦

村
川　

徳
浩

田
島　

信
吉

田
嶋　
　

均

議　
　
　
　

長

会　派　名（※） 深　 和　 会 深政クラブ 公 明 党 共 産 彩  新
審
議
結
果

議　案　名
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ × ○  × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
同意
同意
同意
同意
同意
同意
同意
可決
可決

災害派遣手当等の額に関する条例の一部を改正する条例
古河スカイ障害福祉基金条例の一部を改正する条例
保健センター条例の一部を改正する条例
いじめ問題調査委員会条例
学童保育室条例の一部を改正する条例
産業振興条例
土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例
消防長及び消防署長の資格を定める条例
手数料条例の一部を改正する条例
いじめ問題対策連絡協議会条例
いじめ問題専門委員会条例
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例
文化振興市民会議条例の一部を改正する条例 
埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について
財産の無償譲渡について
権利の放棄について
市道路線の廃止について
市道路線の認定について
副市長の選任につき同意を求めることについて
固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて
監査委員の選任につき同意を求めることについて
公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
議会委員会条例の一部を改正する条例
保育所運営費にかかる「地域区分」の見直しに関する意見書

３月定例会の概要３月定例会の概要
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ふ
か
や
市
議
会
だ
よ
り
〈
34
号　

平
成
26
年
５
月
１
日
発
行
〉

〈
議
会
あ
れ
こ
れ
「
議
員
全
員
協
議
会
っ
て
な
ぁ
に
？
」・
・
・
議
決
案
件
で
は
な
い
が
、
行
政
運
営
上
重
要
な
件
に
対
し
て
議
長
が
招
集
し
市
側
が
報
告
す
る
会
議
の
こ
と
で
す
。〉

　
　

原
則
公
開
と
す
る
会
議
で

あ
る
が
非
公
開
と
す
る
場
合
は
。

　
　

個
々
の
ケ
ー
ス
の
調
査
等

は
個
人
情
報
と
な
る
た
め
非
公

開
と
す
る
。

 

③重
大
事
態
に
係
る
再
調

査
を
市
長
部
局
で
行
う

た
め
の
附
属
機
関

問答

　
　

ど
う
い
っ
た
場
合
、
調
査

委
員
会
の
再
調
査
と
な
る
の
か
。

　
　

ま
ず
、
学
校
ま
た
は
教
育

委
員
会
が
事
実
関
係
を
調
査
す

る
が
、
報
告
を
受
け
た
市
長
が

再
調
査
の
必
要
を
認
め
た
と
き

に
行
う
。

　
　

市
長
が
立
ち
上
げ
る
と
し

て
い
る
が
常
設
し
て
い
く
の
か
。

　
　

条
例
に
よ
り
設
置
し
、
必

要
な
と
き
動
く
こ
と
に
な
る
。

問答問答

い
じ
め
問
題
克
服
の
た
め

３
条
例
を
制
定

　
　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
制
定
の

背
景
と
同
法
施
行
に
よ
る
市
町
村
の
対

応
は
。

　
　

平
成
23
年
10
月
大
津
市
で
起
こ
っ

た
中
学
２
年
男
子
の
自
殺
事
件
を
き
っ

か
け
に
、
法
制
化
の
議
論
が
進
み
、
平

成
25
年
９
月
施
行
さ
れ
た
。
法
で
は
、

国
の
基
本
方
針
を
参
酌
し
各
学
校
に
基

本
方
針
の
策
定
を
義
務
付
け
て
い
る
が
、

市
町
村
の
策
定
は
努
力
義
務
と
し
て
い

る
。
深
谷
市
と
し
て
は
、
市
の
基
本
方

針
が
先
に
あ
る
べ
き
と
し
、
平
成
26
年

２
月
に
策
定
し
た
。
こ
の
基
本
方
針
で

は
、
法
に
定
め
ら
れ
た
組
織
を
設
置
す

る
こ
と
と
し
、
今
議
会
で
の
上
程
と

な
っ
た
。

①学
校
・
教
育
委
員
会
・
関
係
機

関
の
連
携
を
図
る
た
め
の
組
織

　
　

法
で
は
、
本
協
議
会
を
任
意
設
置

と
し
て
い
る
が
、
設
置

す
る
理
由
は
。

　
　

市
を
挙
げ
て
関
係

機
関
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
連
携
を
取
り
、
い
じ

め
防
止
に
取
り
組
む
強

い
意
志
を
表
し
設
置
す

る
。

　
　

協
議
会
の
開
催
頻

度
は
。

　
　

年
２
回
程
度
を
予

定
し
て
お
り
、
必
要
に

応
じ
回
数
を
増
や
す
こ

と
も
考
え
て
い
る
。

　
　

本
協
議
会
の
担
う
役
割
は
。

　
　

条
例
の
一
番
の
目
的
は
、
い
じ
め

の
未
然
防
止
で
あ
る
。
学
校
を
は
じ
め

と
し
て
、
子
ど
も
に
か
か
わ
る
関
係
諸

機
関
等
が
、
情
報
を
共
有
し
対
応
し
て

い
く
。②●

い
じ
め
防
止
等
の
対
策
を
実

効
的
に
行
う
た
め
の
組
織

●
重
大
な
事
態
が
起
き
た
場
合
、

そ
れ
に
係
る
教
育
委
員
会
が

調
査
す
る
た
め
の
組
織

　
　

い
じ
め
防
止
対
策
の
実
効
的
な
実

施
に
関
す
る
こ
と
と
は
。

　
　

専
門
委
員
会
を
定
例
で
開
催
し
、

専
門
的
な
見
地
か
ら
意
見
を
伺
い
そ
れ

を
対
策
に
い
か
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　

専
門
委
員
会
で
調
査
を
す
る
事
案

と
は
。

　
　

い
じ
め
を
伴
っ
た
自
殺
事
案
や
重

大
な
犯
罪
に
至
る
よ
う
な
事
案
な
ど
で

あ
り
、
保
護
者
や
子
ど
も
か
ら
調
査
を

し
て
ほ
し
い
と
あ
っ
た
場
合
は
、
教
育

委
員
会
で
検
討
し
行
う
。

問答

問

答問答

問答問答問答

　
□
深
谷
市
副
市
長
の
選
任
に
同
意　

　
　
　
　
　
　
　
　

長な
が

原は
ら　
　

一
は
じ
め

□
深
谷
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
同
意　

　

小こ

栁や
な
ぎ

　

光み
つ

春は
る　

　

清し

水み
ず　

　

巖
い
わ
お　

□
深
谷
市
監
査
委
員
の
選
任
に
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　

野の

口ぐ
ち　

髙た
か

一い
ち

□
深
谷
市
公
平
委
員
会
委
員
の
選

任
に
同
意　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
し
ょ
う

田だ　

孝た
か

光み
つ

□
深
谷
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任
に
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　

髙た
か

野の　

誠せ
い

一い
ち

□
深
谷
市
固
定
資
産
評
価
員
の
選

任
に
同
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　

田た

村む
ら　

千ち

秋あ
き

□
深
谷
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

及
び
補
充
員
の
選
挙
結
果

○
委
員

　

眞ま

下し
も　

裕ひ
ろ

史し　
　

宮み
や

島じ
ま　

典の
り

子こ

　

丸ま
る

橋は
し　

　

進
す
す
む　

　

伊い

藤と
う　

眞し
ん

治じ

○
補
充
員

　

新し
ん

鎧が
い　

省
し
ょ
う

一い
ち　
　

武た
け

井い　
　

裕
ひ
ろ
し

　

田た

島じ
ま　
　

茂
し
げ
る　
　

吉よ
し

岡お
か　

敏と
し

幸ゆ
き

□
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大お
お

木き　

久ひ
さ

子こ　

請
願
の
審
査
結
果

請
願
第
24
号
（
採
択
）

保
育
所
運
営
費
に
係
る
「
地
域
区

分
」
の
見
直
し
に
関
す
る
請
願

　

深
谷
市
民
間
保
育
協
議
会

　
　
　
　
　

会
長　

品し
な

田だ　

浩ひ
ろ

美み

 

補
欠
選
挙
で

　
　 

新
議
員
誕
生

　

１
月
26
日
に
深
谷
市
議
会
議
員

補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
星ほ

し

智
さ
と
し

氏

が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
所

属
委
員
会
は
福
祉
文
教
委
員
会
と

な
り
ま
し
た
。

議
員
全
員
協
議
会

い
じ
め
か
ら
子
ど
も
を
救
う

― 

未
然
防
止
の
体
制
づ
く
り 

―

い
じ
め
問
題

 
対
策
連
絡
協
議
会

 

い
じ
め
問
題

      

専
門
委
員
会

い
じ
め
問
題

  

調
査
委
員
会

 

人
事
案
件

主
な
報
告
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

報
告
①

　
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

　

昨
年
度
の
地
域
防
災
計
画
の

見
直
し
に
伴
い
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
改
訂
し
た
。「
地
震
」

「
洪
水
・
内
水
」
の
２
種
類
の

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
あ
り
、
３

月
の
広
報
と
一
緒
に
配
布
す
る
。

報
告
②

 

ふ
る
さ
と
納
税
推
進

●
目
的　

雪
害
を
受
け
た
農
業

者
の
復
興
支
援
を
図
り
、
農

業
の
振
興
を
資
す
る
た
め

●
対
象
者　

市
内
外
の
個
人

●
謝
礼
品　

１
万
円
以
上
の
寄

付
者
の
う
ち
、
希
望
者
に
謝

礼
品
を
贈
呈

●
周
知
方
法　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

広
報
、
チ
ラ
シ
等

●策定までの流れ
≪国・県≫
平成 25 年	9 月	28 日	 いじめ防止対策推進法施行
	 	 10 月	11 日	 国いじめ防止基本方針
平成 26 年	2 月		3 日	 埼玉県いじめ防止基本方針
≪深谷市≫
平成 25 年	12 月	11 日
	 	 	25 日	 いじめ防止基本方針策定準備会

平成 26 年	1 月	23 日
	 	 2 月	 4 日	 いじめ防止基本方針策定委員会

≪学校≫
平成 26 年 3 月末までに学校いじめ防止基本方針を策定

 報告③　深谷市いじめ防止基本方針策定
●目的　国・県の基本方針を参酌し、更なるいじめ防止、早期発見及び対処

のための対策を、総合的かつ効果的に推進するために策定
●ポイント	（１）法に定められた組織の設置	→	条例により新設（右記参照）
	 	 （２）市が実施する主な基本的施策
	 	 	 ①道徳教育・体験活動の充実　
	 	 	 ②わかる授業・楽しい授業の実践
	 	 	 ③教職員の研修の充実　等

}
}

いじめ問題
対策連絡協議会

いじめ問題
専門委員会

いじめ問題
調査委員会

教
育
委
員
会

市  

長

学 校

重大
事態
重大
事態

（再調査）

３つの組織の関係図


